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第1章 はじめに 
1-1  安城市雨水マスタープランとは 

 「安城市雨水マスタープラン」

とは、平成２０年８月末豪雨によ

る被害を契機として、より水害に

強いまちづくりの実現に向けて、

市民、事業者及び行政が協働して

取り組むべき雨水対策の方向性を

示したものであり、平成２３年３

月に１０年間の計画を策定して以

降、今日まで様々な施策に取り組

んできました。 

 なお、雨水マスタープランは、

総合計画（自治体経営の最上位計

画）及び国土強靭化地域計画に基

づく個別計画の一つであり、市が

定める他の個別計画（緑の基本計

画、農業振興地域整備計画、地域

防災計画など）や国・県が定める

河川整備計画などと連携しながら

進める計画です。 

 

 

 

1-2  相次ぐ豪雨災害による雨水対策事業の進展 

 平成２３年３月に安城市雨水マスタープラン策定後も全国各地で豪雨災害が相次ぐ

中、平成２７年頃から水害に対する考え方や雨水対策事業の方向性が大きく変わり始め、

年々進展しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安城市雨水マスタープランの位置づけ 

西日本豪雨の被害状況 

（国土交通省公表資料） 

主なトピックス 
① 想定し得る最大規模の洪水に係る浸水

想定区域の公表 

② 水防災意識社会再構築ビジョンの実現

に向けた取組 

③ 流域治水プロジェクトの始動 

④ グリーンインフラの推進 

⑤ 新たな内水浸水対策に関するガイドラ

イン類の策定 
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第2章 安城市における雨水対策の課題 
2-1  これまでの取組状況から⾒えてきた課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「雨水浸透施設の整備」及び「雨水貯留施設の整備」の達成状況 

施策 指標 主体 
令和２年度末まで

の目標値 

令和元年度末時点の達成状況 

実績値 達成率 

雨水浸透施設

の整備 

雨水流出

抑制量 

行 政 ４００ｍ３ １，４２８ｍ３ ３５７％ 

市 民 ７０ｍ３ １ｍ３ １％ 

事業者 ９６０ｍ３ ６５５ｍ３ ６８％ 

雨水貯留施設

の整備 

雨水流出

抑制量 

行 政 ４３，０４０ｍ３ ５４，０３２ｍ３ １２６％ 

市 民 ３８０ｍ３ ２２６ｍ３ ５９％ 

事業者 ４３，８４０ｍ３ ２２，９５８ｍ３ ５２％ 

水田貯留

実施面積 

行 政 

市 民 

事業者 

６０ｈａ １０ｈａ １７％ 

 

 

2-2  市⺠アンケートから⾒えてきた課題 
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河川・排⽔路の整備

河川・排⽔路の維持管理

雨⽔浸透施設の整備

緑地や農地（雨⽔が浸み込む土地）の保全や

市街地における新たな緑化の推進

⾏政による雨⽔調整池の整備

⺠間事業者による雨⽔貯留施設の設置

⽔田が元来有する雨⽔を貯める

機能を活かした⽔田貯留の推進

市⺠による雨⽔貯留槽の設置

⾏政が市⺠に向けて発信する

防災情報の伝達手段の整備

防災情報の充実

防災イベントの開催

自主防災組織の強化

回答数

主な課題 
● 如何に「洪水ハザードマッ

プ」を周知し、活用しても

らうか！？ 

● 防災情報の“更なる充実”

と“活用の促進” 

● 雨水貯留浸透施設設置補

助制度の“ＰＲの強化”

と”手続きの改善” 

● 市民のニーズを踏まえた

総合的な雨水対策の推進 

主な課題 
● 一級、二級河川の継続的な整備 

● 抜本的な整備に着手できない準用河川の浚渫の強化（既存ストックの活用） 

● 下水道に位置づけられている調整池の継続的な整備 

● 市民・事業者による雨水流出抑制施設の設置促進 

● 新たな緑化（グリーンインフラ）による雨水流出抑制の促進 

● あらゆる農業関係者と協働した水田貯留の更なる推進 

● 想定し得る最大規模の浸水想定区域を踏まえた「みずから守るプログラム」など

による“学び備える”取組の拡大 

市民が今後も推進すべきと考える施策 
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2-3  浸水リスクの検証から⾒えてきた課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4  まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な課題 
● 多大な保水機能を有する農地の保

全による浸水リスクの抑制 

 ※農地の保水量１８３，２００ｍ３ 

● 浸水リスクの高い「追田排水区」、

「勢井前第一排水区」、「大山田第

一排水区」における重点的な浸水

対策の実施 

浸水対策を重点的に実施すべき地区 

〜 安城市における雨水対策の課題 〜 
① 一級、二級河川の継続的な整備 

② 抜本的な整備に着手できない準用河川の浚渫の強化（既存ストックの活用） 

③ 下水道計画に位置づけられる調整池の継続的な整備 

④ 市民・事業者による雨水流出抑制施設の設置促進 

⑤ 多大な保水機能を有する農地の保全と水田貯留の更なる推進 

⑥ 新たな緑化（グリーンインフラ）による雨水流出抑制の促進 

⑦ “学び備える”施策の強化 

⑧ 浸水リスクの高い「追田排水区」、「勢井前第一排水区」、「大山田第一排水区」

における重点的な浸水対策の実施 
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第3章 これから目指す雨水対策の方向性 
3-1  理念 

 あめの恵みを活かす安城。この理念は、あめを速やかに“流す”治水対策だけでなく、

あめを水資源として捉え、雨水を“浸透させる”ことで地下水の涵養や河川流量の維持

（渇水対策）に活かす、雨水を“貯める”ことで貯めた雨水を散水や防災用水として“使

う”ことを推進するために掲げられたものであり、第２次安城市雨水マスタープランで

も継承していきます。 

 

3-2  基本方針 

 「施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれな

い大洪水は必ず発生するもの」へと意識を変革し、社

会全体で洪水に備える“水防災意識社会再構築ビジョ

ン”の実現に向けて、第２次安城市雨水マスタープラ

ンでは、“防災”だけでなく、“減災”の視点も取り入

れ、「市民、事業者及び行政が協働して、あまみずを水

資源として捉え、さらに防災・減災の視点を取り入れ

た雨水対策を推進する。」ことを基本方針とします。 

 

3-3  新たな施策体系 

＜施策体系の主な改善点＞ 

・浸み込む土地（緑地・農地）の

保全に加え、安城市緑の基本計

画と連携して新たな緑化の推

進を図り、“貯める”、“浸透さ

せる“施策を更に加速させるた

め、施策項目を「グリーンイン

フラの推進」に改めます。 

・“学び備える”施策を強化する

ため、「防災教育の推進」を追

加します。また、これまでは防

災情報やその伝達手段の充実

に取り組んできましたが、今後

は充実されたツールを市民に

活用してもらうための施策に

発展させます。 

 

 

基本方針のイメージ 

第２次安城市雨水マスタープランの施策体系 
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3-4  段階的な雨水対策の目標 

①平成２０年８月末豪雨と同等の豪雨に対し、今後５年間で家屋の床上浸水を解消し、

今後１０年間で床下浸水を解消する。 

②水防法に準拠した「想定し得る最大規模」の降雨により大規模水害が発生しても死者

を出さない（逃げ遅れゼロ）。 

 

第２次安城市雨水マスタープランの段階的な雨水対策の目標①（ハード対策） 

主体 雨水対策の内容 

雨水流出抑制量（ｍ３） 

令和７年度 

まで 

令和１２年度 

まで 

行 政 

河川 

事業者 

河川整備計画に基づき、計画降雨に対す

る河川の整備を行う。 
－ － 

下水道 

事業者 

下水道計画に基づき、計画降雨に対する

雨水管渠や調整池の整備を行う。 
１，５００ ７，９００ 

その他 
公共施設において雨水貯留浸透施設の整

備やグリーンインフラの推進を行う。 

１５，４００ ６７，５００ 事業者 
民間施設において雨水貯留浸透施設の整

備やグリーンインフラの推進を行う。 

市 民 
私有地において雨水貯留浸透施設の整備

やグリーンインフラの推進を行う。 

 

第２次安城市雨水マスタープランの段階的な雨水対策の目標②（ソフト対策） 

主体 雨水対策の内容 

手作りハザードマップ 

整備地区数 

令和７年度 

まで 

令和１２年度 

まで 

行政 ／ 市民 

想定し得る最大規模の浸水想定区域（浸

水深５０㎝以上）において、手作りハザ

ードマップの整備を行う。 

４０地区 ６３地区 

 

3-5  持続可能な開発目標（SDGs）との関係 

 SDGs は、「Sustainable Development Goals」の略で、「誰一人取り残さない」

というコンセプトを分野別の目標としてまとめた「持続可能な開発目標」です。 

 

第２次安城市雨水マスタープランの施策項目と SDGs の関係 

第２次安城市雨水マスタープランの 

施策項目 

SDGs 

    
河川・下水道の維持管理（施策⑨） ○ ○ ○  

雨水浸透施設の整備  （施策⑬・⑭） ○ ○ ○  

グリーンインフラの推進（施策⑮～⑰）  ○ ○ ○ 

雨水貯留施設の整備  （施策⑱～㉑）  ○   

雨水貯留施設の整備  （施策㉒） ○ ○ ○  

防災対策の推進    （施策㉓～㉗）  ○ ○ ○ 
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第4章 施策の取組内容 
4-1  河川・下水道の整備 

「河川・下水道の整備」に係る取組内容 

施策 主体 取組内容 

① 一級、二級河川の整備 行 政 

○ 国が管理する一級河川矢作川の整備に関する

要望 

○ 県が管理する一級、二級河川の整備に関する

要望や費用負担 

② 準用河川の整備 行 政 ○ 準用河川志茂川・長配川の整備に向けた準備 

③ 下水道の効率的整備 行 政 

○ 土地区画整理事業における雨水管渠の面的な

整備 

○ 浸水リスクの高い地区における重点的な下水

道の整備 

④ 窪地等における浸水対策の

実施 
行 政 

○ 宮前ポンプ場の施設管理の徹底 

○ その他の窪地等における浸水対策の検討 

⑤ 隣接する市と共同した計画

策定と事業の執行 
行 政 

○ 隣接する市との共同で行う雨水対策事業の模

索 

 

4-2  河川・下水道の維持管理 

「河川・下水道の維持管理」に係る取組内容 

施策 主体 取組内容 

⑥ 準用河川・排水路の維持管

理 
行 政 

○ 準用河川や主な排水路の草刈り 

○ 準用河川や主な排水樋管の点検 

○ 準用河川などの速やかな維持修繕（河川浚渫

事業の推進） 

⑦ 市民との協働による維持管

理の実施 

行 政 

市 民 

○ 市民による河川などの草刈りや清掃作業の実

施 

○ 市民や町内会からの要望に基づく排水路の維

持修繕 

⑧ 河川・排水路台帳の更新 行 政 ○ 各種台帳の更新 

⑨ 河川・排水路環境の維持・

保全 
行 政 ○ 河川・排水路の水質改善 

⑩ 下水道の維持管理 行 政 ○ 調整池やポンプ施設の点検 

⑪ 施設・設備台帳の更新 行 政 ○ 各種台帳の更新 

⑫ 維持管理計画の更新 行 政 ○ 調整池等ポンプ施設長寿命化計画の更新 
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4-3  雨水浸透施設の整備 

「雨水浸透施設の整備」に係る取組内容 

施策 主体 取組内容 

⑬ 雨水浸透施設の普及 

行 政 

市 民 

事業者 

○ 補助制度の改正 

○ 雨水浸透の意義や補助制度のＰＲ 

⑭ 雨水浸透施設の整備基準等

の作成と実施 

行 政 

市 民 

事業者 

○ 市内全域における雨水流出抑制施設設置の義

務化 

○ 市内全域における雨水流出抑制施設設置の指

導 

 

4-4  グリーンインフラの推進 

「グリーンインフラの推進」に係る取組内容 

施策 主体 取組内容 

⑮ 緑地・農地の保全 

行 政 

市 民 

事業者 

○ 緑地・農地の保全に資する各種制度の運用 

○ 農地が有する多面的機能のＰＲ 

⑯ 公共施設の緑化の推進 行 政 ○ 公共施設における緑地の拡大 

⑰ 民有地の緑化の推進 

行 政 

市 民 

事業者 

○ 民有地における緑地の拡大 

 

4-5  雨水貯留施設の整備 

「雨水貯留施設の整備」に係る取組内容 

施策 主体 取組内容 

⑱ 調整池の整備 行 政 
○ 下水道計画に位置づけられている調整池の整

備 

⑲ 遊水地の整備 行 政 ○ 鹿乗川遊水地（上池）の整備に関する要望 

⑳ 雨水貯留施設の整備基準等

の作成と実施 

行 政 

市 民 

事業者 

○ 市内全域における雨水流出抑制施設設置の義

務化 

○ 市内全域における雨水流出抑制施設設置の指

導 

㉑ 水田貯留の推進 

行 政 

市 民 

事業者 

○ 水路流量調整方式と排水マス流量調整方式の

併用による水田貯留の推進 

○ 土地改良事業と連携した水田貯留施設の整備 

○ 水田貯留の効果検証 

○ 水田貯留事業のＰＲ 

㉒ 各戸貯留の推進 
行 政 

市 民 

○ 補助制度の改正 

○ 雨水貯留や雨水利用の意義や補助制度のＰＲ 
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4-6  防災対策の推進 

「防災対策の推進」に係る取組内容 

施策 主体 取組内容 

㉓ 多様な情報伝達手段の活用 
行 政 

市 民 
○ 多様な情報伝達手段の周知と活用促進 

㉔ 提供する防災情報の充実と

活用 

行 政 

市 民 

○ 「安城市河川水位観測システム」の改良 

○ 国が公開している「川の防災情報」の周知と

活用促進 

○ 「安城市水害ハザードマップ」の周知と活用

促進 

㉕ 防災ワークショップの開催 
行 政 

市 民 

○ みずから守るプログラムを活用した「手作り

ハザードマップ」の整備 

○ まちかど講座の開催 

○ 新たなプログラムの企画 

㉖ 自主防災組織の強化 
行 政 

市 民 

○ 地区防災計画の策定支援 

○ より実践的な訓練の実施 

㉗ 防災教育の推進 
行 政 

市 民 
○ 小・中学校での水害に対する防災教育の推進 

 

 

第5章 計画の運用 
＜基本方針＞ 

・毎年、施策の実施と進捗管理を行い、

ホームページなどで公表していきます。 

・５年後（令和７年度）に「安城市雨水

マスタープラン策定審議会（以下「審

議会」という。）」を再度設置し、その

中で施策の進捗状況を踏まえた計画の

中間評価を行い、必要に応じて改善策

を検討します。 

・１０年後（令和１２年度）にも審議会

を再度設置し、計画の最終評価と見直

し（改訂）を行います。 

 

 

 

計画の運用イメージ 
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